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地方独立行政法人宮城県立病院機構 

令和２年度第１回理事会 議事録 

 

日 時：令和２年６月２３日（火）午後２時から午後５時１０分まで 

場 所：本部事務局会議室（がんセンター２階） 

出席者：荒井理事長（議長），宮崎副理事長，近藤理事，瀧島理事，角藤理事，山田理事，

小山監事，佐藤監事 

 

１ 開 会 

 

２ 理事長あいさつ 

 

３ 議事録署名人の指名 

議長より瀧島理事を指名。 

 

４ 議 事 

（１）  令和元年度決算等について 

・精神医療センターより，資料１－２～１－４について説明 

・がんセンターより，資料１－５～１－７について説明 

・本部事務局より，資料１－９，１－１について説明 

・理事より，がんセンターについて，今後，入退院支援加算１の取得を目指すというこ

とであるが，診療報酬で要求される項目をクリアすることは，いいケアが出来ること

に繋がる。また，スムーズな入院，退院に関しても患者の安心安全に関わるところで

ある。患者に対するサービスの点を十分に理解し，いいサービスの提供を期待してい

るとの意見があった。 

・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。 

 

 

（２）  宮城県知事へ提出する令和元年度事業報告について 

  ・本部事務局より，資料３－２について説明。 

  ・理事より，評価基準が変わったことですごく分かりやすく，評価の理由がよく分かっ

たとの意見があった。 

  ・理事長より，病院内部の立場では収益目標等を 110%達成するということは，業種的に

もかなり難しいと意見があった。 

・理事より，第３期中期計画を策定した後に評価基準が変わったことは納得がいかない。

また，精神科救急に関しては，救急 24 時間 365 日を始めた事で運営費負担金が増えて

はいるが，それにより，重症患者が増え，入院患者がなかなか回せなくなって収益が

落ちている状況にある。数字には表れない政策医療の評価が低く，軽視されているよ

うに感じるとの意見があった。 
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・副理事長より，国立病院機構の評価基準を参考にしているとのことであるが，国立病

院機構の評価基準をみると，当初から項目ごとの難易度が設定されている。難易度に

よって実現の程度が違うので，実現の難しさによって評価付けをするのが，本来の評

価制度ではないか。県から示された新たな評価基準では，その点を端折っているので

はないかとの意見があった。 

・理事より，「医療に関する調査研究と情報の発信」の項目の判断基準について質問があ

り，本部事務局より，補足説明した。 

・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。 

 

（３）  令和２年度６月補正予算（案）について 

  ・本部事務局より，資料４について説明。 

  ・監事より，当初予算及び補正予算の資金使途について質問があり，本部事務局よ

り補足説明した。 

  ・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。 

 

（４）  職員給与規程の一部改正（案）について 

・本部事務局より，資料５について説明。 

  ・理事長より，金額の設定根拠について質問があり，本部事務局より補足説明した。 

・理事より，特殊勤務手当の支給要件について質問があり，本部事務局より補足説

明した。 

  ・理事より，新型コロナウィルス感染症は，治療法が確立されていないため，措置入院

などの救急患者の受入に当たり，職員が，不安や不快を感じながら業務に当たってい

ることを考慮願いたいとの意見があった。 

  ・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。 

 

（５）  その他 

  特に無し 

 

５ 報告事項 

（１）令和２年度経営状況等について 

 ・精神医療センターより，経営状況資料３－１～３－４について説明。 

・がんセンターより，経営状況資料４－１～４－４について説明。 

・本部事務局より，経営状況資料１，２について説明。 

  ・質問・意見は出されなかった。 

 

（２）新型コロナウィルス感染症対策の現状と今後の取り組みについて 

  ・本部事務局より，資料６について説明。 

・精神医療センターより口頭説明。 

・がんセンターよりより口頭説明。 

  ・質問・意見は出されなかった。 
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（３）新型コロナウィルス感染症軽症患者の宿泊療養施設への看護師の派遣について 

  ・本部事務局より，資料７について説明。 

  ・質問・意見は出されなかった。 

   

（４）令和元年度包括外部監査の結果報告について 

・本部事務局より，資料８について説明。 

  ・質問・意見は出されなかった。 

 

（５）役員損害賠償責任保険について 

  ・本部事務局より，資料９について説明。 

・理事より，法人訴訟特約保険料の役員の按分割合について質問があり，本部事務局よ

り，補足説明した。 

   

（６）令和元年度医療事故・インシデントの公表について 

  ・資料１０を参照し，説明は省略。 

  ・質問・意見は出されなかった。 

   

（７）令和２年度の職員採用試験について 

  ・資料１１を参照し，説明は省略。 

  ・質問・意見は出されなかった。 

   

（８）その他 

  特に無し 

 

６ 閉 会 

 

 

以 上 

 


